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更生保護における薬物グループワークの変遷
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宇都宮保護観察所企画調整課長横地環

(要約）

1975(昭和50)年頃から10年ほど，当時多かった毒物及び劇物取締法違反による保護観察少

年を主な対象とした集団処遇が各地の保護観察所で実施された。内容は，先行した家庭裁判

所での試みをモデルとし，視聴覚教材による薬害知識伝授，家族座談会と，少年達の話し合

いを組み合わせたものが標準的だった。

一時期，この話し合いで参加者(薬物対象者)の態度変容を目指すグループワークが積極的

に行われたが，その後長い目で見るとグループワークは廃れ，一方で薬物対象者の家族のた

めの集まりが定着した。

この変遷を振り返り，その理由を，①薬物依存症についての考え方の変化，②集団に対す

る苦手意識，③違法薬物使用申告の扱い，の3点から考察した。

最後に，保謹観察所が今後覚せい剤成人対象者の薬物集団処遇を大規模導入する見込みで

あることを踏まえ，参考になりそうな点を書き添えた。
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保護における薬物グループワークの変遷を振

り返ってみることにした。今後を考えるため

の参考になればと思う。

過去の実務につき幅広く捉えるため．更

生保護関係者がよく執筆してきた雑誌『犯罪

と非行』,『更生保護と犯罪予防』,『更生保護｣，

加えて『家庭裁判所月報』を主な資料とし，私

自身の経験を加えた。

はじめに

保護観察官となって25年が経った。

同じ言葉で更生保護といっても，いろいろ

なことが変わった。その中で，薬物依存症を

抱えた保護観察対象者やその家族に対し，ど

のように接していくかは，現場業務の中で最

も大きく変わったことの一つだと思う。

保護観察実務は個人裁量の幅が大きく，職

人的とも言われるが，その土台になっている

のは，やはり組織としての経験知の集積であ

る。今年(2012年)秋から，全国7庁で覚せい

剤等薬物事犯の処遇プログラムを集団実施す

ることになった。そこで，この機会に，更生

⑪シンナー少年集団処遇の苦い体験

2012(平成24)年，同僚の中堅観察官が言っ

た。「これから新しい覚プロを集団で実施す

るんですって。どうなるんですかね｣。私
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